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原子力規制委員会  
 
 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６７条第１項の規定 

に基づく報告の徴収について 
 

 原子力規制委員会（以下「当委員会」という。）は、平成２５年５月２２日の原子力規制

委員会において、現在まで得られたデータ等をもとに、日本原子力発電株式会社（以下「日

本原子力発電」という。）敦賀発電所２号機直下の破砕帯が耐震設計上考慮する活断層であ

ると判断した。 

このことを踏まえ、同発電所の保全の観点から、当委員会は、日本原子力発電に対し、核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第６７

条第１項の規定に基づき、下記の事項について、平成２５年７月３１日までに報告すること

を命ずる。 

 

なお、この処分について不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）第６条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以

内に、書面により当委員会に対して異議申立てをすることができる。ただし、処分があった

ことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、処分の日の翌日から起算して１

年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。 
この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定により、

上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定があったことを知

った日の翌日から起算して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として提起すること

ができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内であっても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して１年を経過

したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
なお、次の①から③までのいずれかに該当するときは、当該異議申立てに対する決定を経

ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。①異議申立てがあった日の翌日

から起算して３か月を経過しても決定がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行によ

り生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他決定を経ないことにつき

正当な理由があるとき。 



 

記 

 
１．敦賀発電所２号機の使用済燃料貯蔵設備について、冷却水が喪失した場合の、同設備

内に貯蔵される燃料体の健全性及び周辺への放射線影響の評価 
 
２．１．の評価において放射線影響が想定される場合の、これを防止するための対応策 
 
 

以上 

 

 

 
 


